
入札参加資格の審査を開札後に行う競争入札です。

年 月 日

１ 担当部局

〒３７１－８５８０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係

電話 （０２７）２４３－０１１０（内線２２１４～２２１６）

２ 工事概要等

(1)

(2) 富岡警察署管内

(3)

(4) 約 5 ヶ月間 （令和 年 月 日～令和 年 月 日）

３ 入札参加形態

単体による参加

４ 入札参加資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入札説明書参照）。

(６)

(７)

入　　　札　　　公　　　告（ぐんま電子共同入札システムによる）

8令和

群 馬 県 警 察 本 部 長

について、下記のとおり一般競争入札（事後審査交 通 信 号 機 用 灯 器 Ｌ Ｅ Ｄ 化 工 事

下「入札参加資格」という。）を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせる一般競争入札において、

4

なお、本案件は、地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき入札に参加する者に必要な資格（以

丸 山　潤

記

9

方式）を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告します。

9 30

工 事 名

この公告の工事の入札に参加できる者は、群馬県建設工事請負業者選定要領（以下「選定要領」とい

群馬県財務規則第１７０条第２項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。

群 馬 県 の 令 和 ８ ・ ９ 年 度 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 で 、 電 気 工 事 の 格 付 け が A 等 級

会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 建 設 業 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く

1

された者であること。

車両用及び歩行者用灯器のＬＥＤ化

交通信号機用灯器ＬＥＤ化工事　（対照番号 ３００５ 号）

工 事 場 所

工 事 概 要

群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に規定する指名停止を受けていない者であること。

う。）第１０条に規定する建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、入札の公告の日

再生手続開始の 決定を受け た建設業者に あって は、手続開始決定 後に 資格 者名 簿に 登載

から開札の日までの期間にわたり、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

工 期 88 5

群馬県内に、建設業法に基づき設置された本店、支店又は営業所があること。

破産者で復権を得ない者でないこと。

地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する契約を締結する能力を有しな い者及び



(８)

(９) 

５ 入札説明書の配布期間及び方法

(1) 年 月 日 （ 木 ） ～ 年 月 日 （ 金

(2) ぐんま電子入札共同システムによる。

ＵＲＬ：https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/

上記による入手が不可能な者は、発注者と協議するものとする。

６

(1) 年 月 日 （ 木 ） 時から

年 月 日 （ 金 ） 時までの間

(2) ぐんま電子共同入札システムによる。

上記による提出が不可能な者は、発注者と協議するものとする。

７ 入札手続

(1) 年 月 日 （ 火 ） 時

(2) 年 月 日 （ 木 ） 時

(3) 年 月 日 （ 木 ） 時 分から

(4) 年 月 日 （ 金 ） 時 分から

(5)

８ その他

(1) 詳細は、入札説明書による。

(2) ぐんま電子入札共同システムは、土・日・祝日・年末年始（令和８年１２月２９日～令和９年１月３日）

は稼働しない。また、群馬県警察本部も同期間は閉庁となるため留意すること。

管理技士又は第二種電気工事士等）で資格者証の交付を受けており、かつ、同種の工事の工事

午後 4

ぐんま電子入札共同システムによる入札

24 9令和

8

競 争 入 札 の 方 法

23

開 札 予 定 日 時

令和

8 午前

01内訳書開封予定日時 4

004

9

午後

配 布 期 間 令和

17

4 午前

配 布 方 法

令和

入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期間及び方法

9

4

令和 8

8

提 出 期 間

4 17

48

21

午後23

提 出 方 法

入 札 開 始 日 時

入札書提出締切日時

令和

4令和

94 午前8

毎日（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び正午から午後１時までの時間を除く。）

8

4

る者であること。

経験があり、申請日前３ヶ月以上継続して雇用している者を専任で配置できること。

8 ） ま で の 毎 日9 令和

4

この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者（二級電気工事施工

過去１０年間に、この公告の工事と同種の工事についての施工実績（施工中の物件を除く。）があ

の者であること。


